
カテゴリー2      申請に関する問合せ 

 

 どの段階で申請書を提出するのですか？ 

A.日時、場所、宿泊場所、予算が決定した時点で申請して下さい。 

 

 補助金交付は先着順ですか？ 

A.基本、先着順ですが提出書類の不備があれば、未受理とします。 

 

 180 台限定の枠はどうカウントするのか？補助申請交付決定時でカウント？補助金交

付時にカウント？ 

A.補助金交付決定時でカウントですが、申請台数が 180 台に達しますと、受け付け終

了とします。 

 

 連続するツアーはまとめて申請できるのか？その都度申請か？ 

A.その都度、申請をしていただきます。いち出発につき一枚。 

 

 申請書を 3枚申請するのですが、申請者が同じ人でも大丈夫ですか？ 

A.大丈夫です。 

 

 バスの補助金申請は片道で一台申請ですか？往復で一台申請ですか？ 

A.往復で一台申請です。 

 

 新規の学校とは？ 

A.新たに養父市で教育旅行を行う学校です。宿泊施設の場所、宿が変わっても新規と

します。 

 

 新規の学校をどう判断するのですか？ 

A.昨年のしおりなど提出していただきます。 

 

 申請する前に行程表の確認をしていただきたいんですが？ 

A.申請書、もしくは行程表を郵送もしくは、FAX して下さい。書面でいただいたもの

を審査させていただきます。 

 



カテゴリー3     申請後の問合せ 

 

 審査はどうなっていますか？ 

A.審査完了後に、補助金交付決定通知書を順次郵送しておりますので、個別の審査の

進捗状況に関しましてはお答え致しかねます。書類に不備など、行程表、しおりの内

容の確認の場合のみ、観光協会から問合せをさせていただきます。 

 

 申請人数 21名 2泊 3日。2日目 2名欠員、2泊目人数 19名。規定を満たすのか？ 

A.バス搭乗人数 20 名以上、1 泊が 20 名以上なら規定を満たします。キャンセル料が

宿に入る場合は条件を満たします。 

 

 交付決定後でも取り消しがありますか？ 

A.あります。補助要件を逸脱したもの、例）規定人数に満たない催行不正が発覚した

もの、未催行のものなどについては取り消します。 

 

 ツアーの日程、人数、有料施設の変更が生じた時には、補助金変更（中止）届出書が

必要か？ 

A.日程の変更は、届出書を提出していただきます。有料施設の変更と人数の変更は規

定の人数（20名）を下回らなければ、提出の必要はありません。 

 

 補助金の交付はいつですか？ 

A.ツアー催行後、14日以内に①実績報告書（様式第４号） 

②宿泊証明書（様式第５号）③補助金請求書（様式第６号） 

④実際に行ったツアー行程表（実施日時、観光施設が確認できるもの） 

⑤補助金の対象経費を確認できる領収書（バス代、有料施設の利用が確認できる領収

書）を郵送いただいてからの審査。審査完了後、すみやかに交付ですが、 

明確な期日等のお問い合わせにつきましては、お答え致しかねます。 


